
§各区の対応状況

① 初動対応（支援課・支援センターの別） ②　①の内訳について

§事案の種別

Ⅰ．相談（通報）について
⑴ 被虐待者について
① 被虐待者の性別 ② 被虐待者の年齢

平成２５年度障害者虐待・差別統計集計表

差別, 4 

虐待, 56 

差別・虐待の別

男, 25 

女, 31 

被虐待者の性別

１０代以下, 
11 

２０代, 5 

３０代, 9 ４０代, 16 

５０代, 9 

６０代, 6 

被虐待者の年齢

西・支, 1

北・セ, 
7

大宮・支, 1

大宮・セ, 2

見沼・支, 3

見沼・セ, 1

中央・支, 1中央・セ, 7

桜・支, 4

桜・セ, 1浦和・支, 1浦和・セ, 2

南・支, 4

南・セ, 
7

緑・支, 3

緑・セ, 3
岩槻・セ, 

12

初動対応内訳
支：支援課

セ：支援センター

支援課, 
18

支援セン

ター, 42

初動対応（支援課・支援センターの別）
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③ 被虐待者の障害種別 ④ 被虐待者の障害等級

⑤ 被虐待者の障害程度区分 ⑥ 被虐待者の援護地

⑦ 障害福祉サービス等の利用状況 ⑧ 被虐待・被差別者の行動障害の有無

等級なし, 4

１級（○）, 

15

２級（Ａ）, 22

３級（Ｂ）, 13

４級（Ｃ）, 6

６級, 1 

被虐待者の障害等級

肢体不自

由, 9 

視覚障害, 

2 

聴覚障害, 

2 

知的障害, 

31 

精神障害, 

18 

発達障害, 

2 

高次脳機

能障害, 0 

その他, 0 

被虐待者の障害種別

区分なし, 

26

区分１, 5
区分２, 4

区分３, 8

区分４, 7

区分５, 2

区分６, 3 不明, 1

被虐待者の障害程度区分

当該区, 52

他区, 3

埼玉県内, 

1

被虐待者の援護地

障害者総

合支援法

上のサー

ビス, 33

児童福祉

法上の

サービス, 4

自立支援

医療, 13

地域生活

支援事業

のサービ

ス, 14

市単独事

業のサー

ビス, 8

その

他, 1
利用なし, 

13

障害福祉サービス等の利用状況
強い行動

障害があ

る, 4

認定調査

を受けてい

ないが、１

と同程度の

行動障害

がある, 1

行動障害

がある, 14
行動障害

がない, 33

不明, 4

被虐待・被差別者の行動障害の有無
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⑨ 被虐待・被差別者の世帯構成

⑵ 通報（相談者）について
① 虐待通報者（相談者） ② 虐待行為の発生場所

⑶ 虐待者について
① 虐待者の性別 ② 虐待者の年齢

自宅（同

居）, 41

自宅（別

居）, 2

施設, 8

勤務先, 2 

その他, 3 
虐待行為の発生場所

男, 36 

女, 21 

不明, 2 
虐待者の性別

３０代, 8 

４０代, 13 

５０代, 17 

６０代, 9 

７０代, 6 

８０代, 4 

虐待者の年齢

本人, 15 

父, 2 

母, 8 

兄, 2 
姉, 3

相談支援

専門員, 2

福祉関係

施設従事

者, 8

介護事業

所ヘル

パー, 7
支援者（団

体等）, 3

医師・医療

機関従事

者, 2

教職員・教

育機関従

事者, 1

民生委員・

自治会, 1 近隣住民・

知人, 1 警察, 4 その他, 1

虐待の通報者

単身, 7
配偶者と同

居, 6

配偶者及

び子と同

居, 2両親と同

居, 8

両親及び

兄弟姉妹と

同居, 8
父親と同

居, 2

父親及び

兄弟姉妹と

同居, 2

母親と同

居, 3

母親及び

兄弟姉妹と

同居, 6

兄弟姉妹と

同居, 4

その他, 
8

被虐待・被差別者の世帯構成
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③ 虐待者の属性 ④ 虐待者の障害等級

⑤ 虐待者の障害程度区分 ⑥ 被虐待者・被差別者との同居・別居

父, 15

母, 10

息子, 1

兄, 3弟, 1姉, 3妹, 1祖父, 1

２～１１以

外の親族, 
9

福祉関係

施設従事

者, 7

支援者（団

体等）, 1

勤務先の

職員, 2

近隣住民・

知人, 1
その他, 3 不明, 1

虐待者の属性
等級なし, 6 

１級（○A）, 

1 
２級（Ａ）, 3 

３級（Ｂ）, 3 

４級（Ｃ）, 0 

健常, 34 

不明, 10 

虐待者の障害等級

区分なし, 

15 

区分１, 3 

区分２, 2 

区分３, 1 

不明, 3 

健常, 33 

虐待者の障害程度区分

2～11の親族

父、母、息子、

娘、兄弟、姉、

妹、祖父、祖母

被虐待者と

同居, 40

被虐待者と

別居, 8

その他, 3
不明, 2

被虐待者・被差別者との同居・別居
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Ⅱ．虐待対応について
⑴ 相談内容について
① 虐待の類型 ② 虐待の程度

③ 介入の緊急度

⑵ 事実確認について
① 対応内容について ② ①で１又は２と回答した場合

身体的虐

待, 36 

性的虐待, 

4 

心理的虐

待, 11 

保護の怠

慢（ネグレ

クト）, 7 

経済的虐

待, 8 

虐待の類型
最重度, 1

重度, 10

中度, 18
軽度, 21 

問題無, 3 

不明, 4 
虐待の程度

非常に高

い, 5

やや高い, 

11

状況の推

移次第, 26

やや低い, 

4

低い, 9

不明, 1

介入の緊急度

一次相談

のみ実施, 

5 

調整会議

等による他

機関との情

報共有, 22 

事実確認

調査を実

施, 26 

他機関に

事実確認

調査を依

頼, 3 

立入調査

を実施, 1 

警察の同

行のもと立

入調査を

実施, 1 

対応内容について 明らかに虐

待ではな

く、調査不

要と判断, 1

次回の相

談時以降

に判断を保

留, 9

調整会議

の結果、

「見守り」と

方針を決

定, 15

後日、事実

確認調査

を予定, 5

調査を行わなかった理由
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③ ①で３～６と回答した場合 ④ 事実確認を実施した場所

⑶ 保護の実施について
① 保護の実施の有無について ② 保護先の存する自治体について

③ 保護の実施方法について ④ 面会の制限について

虐待の事

実が認めら

れた, 19 
虐待の事

実は認めら

れなかった, 

2 

虐待の事

実を判断す

るには至ら

なかった, 

10 

調査の結果について

自宅（同

居）, 19

施設, 6学校, 1

病院, 2

勤務先, 2

その他, 11

調査を実施した場所

虐待者から

の分離を

実施, 13

分離の方

向だが、分

離に至って

ない, 5

現在、対応

について検

討中又は

調整中, 14

分離の必

要性は無

いと判断, 

16

その他, 4

保護の実施の有無

市内, 7
市外（埼玉

県内）, 6

県外, 1

保護先の自治体

やむをえな

い事由等

による措置

を実施, 4

契約による

障害福祉

サービス等

の利用, 4

１、２以外

の方法によ

る一時保

護, 1

医療機関

への一時

保護, 1

その他, 4

保護の実施方法

面会の制

限を行った, 
6

面会の制

限は行わ

なかった, 7

面会の制限について
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⑤ 保護先の施設等について

⑦ 保護を決定してから実施までの期間 ⑧ 保護から次の処遇に至った期間

⑨ 保護先からの帰住先 ⑩ ⑨で6と回答した場合の帰住先について

短期入所, 

6

障害者支

援施設, 4

医療機関, 

2 

その他, 2 

保護先の施設等

通報当日

中, 5

３日以内, 2
１週間以

内, 1

１ヶ月以内, 
4

３ヶ月以内, 
1

３ヶ月超, 1

保護を決定してから実施までの期間

３日以内, 1

１ヶ月以内, 
3

３ヶ月以内, 
2

１年超, 3

保護から次の処遇に至った期間

自宅（虐

待・差別者

と同居）, 2

自宅（虐

待・差別者

と別居）, 2

障害者支

援施設, 2

グループ

ホーム等, 
2

その他, 3

不明, 1

保護先からの帰住先
自宅だが

保護者は

虐待者で

はない, 1

障害者支

援施設入

所を検討

中, 1他区に転

居し自宅を

構えた, 4

単身ア

パート検討

中, 1

帰住先について
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⑪ 分離をしていない事案の対応

⑷ 権利擁護に関する対応について
① 成年後見制度等の利用について ② ①で１又は２と回答した場合

成年後見

制度利用

開始済, 4 

日常生活

自立支援

事業の利

用, 1 

利用してい

ない, 45 

成年後見制度等の利用について

市長申し立

てを利用し

た, 2 

市長申し立

ては利用し

ていない, 4 

①で１又は２と回答した場合

養護者等

に対する助

言・指導, 
16

養護者等

が介護負

担軽減等

のための

事業に参

加, 3新たに障

害福祉

サービスを

利用, 9

サービス等

利用計画

を見直した, 
4

障害福祉

サービス以

外のサービ

スを利用, 2

その他, 10

見守りの

み, 11

分離をしていない事案の対応
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Ⅲ．差別対応について
⑴ 相談内容について ⑵ 事実確認について
① 差別の類型 ① 対応内容について

②　①で１又は２と回答した場合 ③ ①で３～４と回答した場合

④　助言及びあっせんの実施について

日常生活

について, 

1 

雇用につ

いて, 2 

その他, 1

差別の類型

一次相談

のみ実施, 

1 

調整会議

等による他

機関との情

報共有, 2 

事実確認

調査を実

施, 1 

対応内容

明らかに

差別では

なく、調査

不要と判

断, 1 

次回の相

談時以降

に判断を

保留, 2 

①で１又は２と回答した場合

差別の事

実は認め

られなかっ

た, 1 

差別の事

実を判断

するには

至らなかっ

た, 1 

調査の結果

助言及び

あっせんを

実施, 1 

助言及び

あっせんの

必要性は

無いと判

断, 1 

その他, 1 

助言及びあっせんの実施について
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